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○議員紹介 【任期 : 令和元年12月１日～５年11月30日】

（後列）戸田見良、長津智之、村田春樹、植木弘子、木村喜一、島田清一郎、香取憲一
（中列）幡谷好文、長島幸男、福島ヤヨヒ、大槻良明、小川賢治、岩本好夫、谷仲和雄
（前列）市村文男、野村武勝、笹目雄一（議長）、石井 旭（副議長）、荒川一秀、田村昌男



○議会の流れ
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○議会構成
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一般会計は、2３７億７,８00万円で、

前年度比２.９%の減となっています。

また、国民健康保険特別会計、介護

保険特別会計など、5つの特別会計と

水道事業会計、下水道事業会計の２つ

の企業会計を合計した予算総額は、

3７８億９,６８７万円で、前年度比

２.１％の減となりました。

○令和３年度予算(全９会計)
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○令和３年度予算(一般会計)
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○一般会計の内訳（割合）
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○令和元年度決算
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○市財政の健全化判断比率状況
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○総務常任委員会
１．委員構成 （６名） 委員長 村田春樹 副委員長 戸田見良

委 員 市村文男、大槻良明、岩本好夫、谷仲和雄

２．所 管 市長公室、企画財政部、総務部、市民生活部、防災管理課、
議会事務局、消防本部、会計課、監査委員会事務局

３．審議内容 （２４件）
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付託案件 件数 審議結果

条 例 案 11件 可決すべきもの 11件 否決すべきもの 0件

補正予算案 7件 可決すべきもの 7件 否決すべきもの 0件

その他議案 5件 可決すべきもの 5件 否決すべきもの 0件

請願・陳情 1件 採択すべきもの 0件 不採択すべきもの 1件



４．所管部署の主な実施事業 （※議決した案件の一部を記載しています。）

（１）タブレット導入によるペーパーレス事業（新規） （R3.3.18議決、R3.4.1執行）

タブレット端末 並びに ペーパーレス会議
ソフトウェアを導入することにより、これまで
印刷物で作成していた議案書及び関係資料
等のペーパーレス化を進め、紙媒体の削減
による業務の省力化・ 電子化による迅速な
情報の伝達及び共有を推進し、事務の能率
向上並びに議会運営の効率化を図れるよう
環境を整備する。

（２）遺族専用窓口事業（拡充）（R3.3.18議決、R3.4.1執行）
故人に関する行政続きを１か所で済ませることができるワンストップの専用窓口
「おくやみデスク」を令和２年度から開設し、令和3年度は、関係部署が共通で使用
する「遺族専用窓口システム」を導入し、死亡に伴い発生する各種手続きの簡略化
及び効率化を進め、更なる遺族の負担軽減を図る。
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（３）公共交通ネットワーク事業（拡充）（R3.3.18議決、R3.4.1執行）

子どもから高齢者までの全ての人が、気軽に楽しく外出できる社会の実現に向けた公
共交通ネットワークシステムの構築を目指し、平成25年度から循環バスによる公共交通
実証運行を実施してきた。市内循環バスにおいて循環ルートを見直し、新たに往復ルｰ
トの形態で再編し本格運行に移行する。また、3密を避ける対策として、バスロケーション
システムを導入し、混雑状況並びに車両現在位置を把握できるシステムを運用する。

（４）防犯施設整備事業（拡充） （R3.3.18議決、R3.4.1執行）
新規の県補助金を活用して防犯カメラを設置する。またＬＥＤ防犯灯については、夜

間の犯罪抑止及び通行の安全確保を目的に継続して市内全域を対象に、また、基地周
辺地区については、防衛省の補助金を活用して新設・更新工事を進める。現在設置して
いるLED防犯灯は従来の防犯灯よりも消費電力が少なく器具の寿命が長いことから、防
犯灯の維持管理費の軽減及び環境負荷の軽減が期待できる。

（５）環境フェスティバル事業（新規）（R3.3.18議決、R3.4.1執行）
前回の開催では、霞ヶ浦の環境保全・水質浄化の継続的な取り組みなどを中心に啓

発してきたが、今回はゼロカーボンシティ、SDGｓ など新たな環境課題に対してもより深
い関心と理解をいただくため、 市民の皆様との協働により、 環境フェスティバルを開催
する。



○文教福祉常任委員会
１．委員構成 （７名） 委員長 木村喜一 副委員長 長津智之

委 員 小川賢治、長島幸男、幡谷好文、植木弘子、
香取憲一

２．所 管 教育委員会、文化スポーツ振興部、保健衛生部、福祉部

３．審議内容 （３８件）

14

付託案件 件数 審議結果

条 例 案 16件 可決すべきもの 16件 否決すべきもの 0件

補正予算案 15件 可決すべきもの 15件 否決すべきもの 0件

その他議案 5件 可決すべきもの 5件 否決すべきもの 0件

請願・陳情 2件 採択すべきもの 2件 不採択すべきもの 0件
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４．所管部署の主な実施事業

（１）小学校建設事業（学校規模配置適正化事業含む）（経過と事業計画）
全国的な少子化の傾向を踏まえ、市教育委員会では「地域的な特性への配慮」と
「子どもたちにとって望ましい教育環境」という観点から、「小美玉市立小中学校規模
配置適正化実施計画」を策定し、小中学校の規模・配置の適正化に取り組んでいる。
令和３年4月には、玉里地区の小中学校を統合した玉里学園義務教育学校が開校
し、美野里地区では幼稚園を統合し「よつば幼稚園」が竹原小学校校舎内に開園され
更なる幼小連携を進める環境づくりが進められている。
当初、令和５年４月開校の計画であった小川北義務教育学校は、文部科学省の補
助金交付決定により、令和４年４月開校を
目指し、令和２年10月23日の臨時会におい
て工事請負契約の締結について原案可決
した。令和３年６月18日には防音工事等に
ついて防衛省の補助金交付決定を受け、
変更契約の締結について原案可決した。
また、玉里小学校及び玉里中学校校舎
を解体し、玉里学園義務教育学校外構整
備を進めるほか、学校跡地利活用方針に
基づき、平成３１年３月に閉校した旧橘小
学校は、防衛省からの建物等移転補償料
を財源活用し、解体工事を行う。 玉里学園義務教育学校
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開校年月 新学校名（対象校） 議決日 進捗率（6月末）

令和3年4月 小美玉市立玉里学園義務教育学校 開校 完成

〃 小美玉市立よつば幼稚園 開園 完成

令和4年4月
(予定）

小美玉市立小川北義務教育学校

（野田小・上吉影小・下吉影小・小川北中）

工事請負契約
R2.10.23議決
変更契約
R3.6.18議決予定

実施 31.0％
計画 32.0％

（２）給⻝センター民間活力導⼊事業（R3.3.18予算議決、R3.4.1執行、R3.9.1導入）
老朽化が進んでいた玉里学校給食センターは廃止し、令和3年度からは、小美玉学
校給食センターで市内全ての学校給食を調理することになった。
安全安心な学校給食を提供するため、調理業務に民間活力を導入し、安定的な調
理員の確保と高度な衛生管理や安全性の向上を目指す。

（３）新型コロナウイルスワクチン接種事業（R3.3.18予算議決、R3.4.1執行）
当初予算159,251千円を見込み、個別接種、集団接種により新型コロナウイルス感染
症に係るワクチン接種を、ワクチン流通が開始され次第、速やかに市民のかたが接種
できる体制を整え、新型コロナウイルス感染症の収束に努める。



○産業建設常任委員会

１．委員構成 （６名） 委員長 荒川一秀 副委員長 島田清一郎
委 員 野村武勝、田村昌男、福島ヤヨヒ、石井 旭

２．所 管 都市建設部、産業経済部、水道局、農業委員会事務局

３．審議内容 （２６件）
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付託案件 件数 審議結果

条 例 案 5件 可決すべきもの 5件 否決すべきもの 0件

補正予算案 15件 可決すべきもの 15件 否決すべきもの 0件

その他議案 5件 可決すべきもの 5件 否決すべきもの 0件

請願・陳情 1件 採択すべきもの 0件 不採択すべきもの 1件



４．所管部署の主な実施事業

（１）広域幹線道路整備事業

（２）玉里地区地籍調査事業

地籍調査（再調査）事業の調査計画面積は、総面積で１０．８９㎢、年間の調査面積は、０．２９
㎢～１．０６㎢。事業期間は、認証の終了まで１４ヶ年の計画（令和２年度一部変更）となっている。
本事業は、今年で６年目となり、これまでの成果は、川中子地区の登記が完了（令和２年１月

６日付）し、公図（地図）の修正作業が完了（令和３年１月６日付）している。現在は、下玉里Ⅰ地
区（大井戸平山区）の登記事務の完了を待っている状況。
今年度は、事業費９，９４８万３千円を計上して、下玉里Ⅱ地区（岡区）の登記事務、高崎Ⅰ地

区（下高崎区、上高崎区の一部）の閲覧から認証請求事務、高崎Ⅱ地区（上高崎区）の一筆地調
査から一筆地測量業務、上玉里Ⅰ地区（松山、第二東宝、玉里中台の一部）の地元説明会の開
催を予定している。
玉里地区の地籍調査については、昭和４１年頃からの早い時期に実施したため、プラスチック

杭等の永久標識を設置する義務も無く、平板測量という方法で行った。そのため、現在では建物
の建築確認申請、土地の売買、道路の拡幅等の土地活用の際に、現地に境界標識がほとんど
無いため、非常に不便をきたしている。この事業については、合併前からの懸案事項であり、議
会でも度々議論され要望をしてきた経緯がある。今回の事業の成果により、境界確認のための負
担が大幅に軽減されるとともに、市役所が保管、管理している測量データを活用することにより、
境界標識の復元が出来るようになる。
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路線名 事業期間 用地取得率
（R3.5末現在）

事業進捗率
（R3.5末現在）

R3年度事業費
（単位：千円）

栗又四ケ線
(上馬場～栗又四ケ)

～令和5年度 82% 65% 300,000

市道美1627号線
(岩間IC ｱｸｾｽ) 令和3年2月16日

供用開始
100% 100% 0

市道小10916号線
(空港ｱｸｾｽ竹原～野田) 令和3年6月16日

供用開始
100% 100% 0



（３）羽鳥駅周辺整備事業（経過）

羽鳥駅周辺整備事業については、平成20年度
に小美玉市総合計画への位置づけがされてから
約13年目の令和2年度末、橋上駅舎及び東西自
由通路に接続する羽鳥駅東西駅前広場が供用
開始された。
今後は、駅東口市有地について建築物系個

別施設計画（案）に対するパブリックコメントでの
市民の方からの様々な意見を踏まえて、有効活
用できるよう検討していくとのことで、当面の間は
様々な利活用が図られるよう広場として整備して
いく。
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年 月 経 過

平成29年4月 羽鳥駅橋上駅舎及び東西自由通路新設工事契約を議決

平成29年4月 議会の議決によりＪＲと施行協定書を締結

平成29年5月 羽鳥学区区長会への説明，広報紙等で事業概要の周知

令和元年6月 羽鳥駅橋上駅舎及び東西自由通路 一部供用開始

令和元年6月
既存駅舎・人道橋、ホーム内跨線橋解体工事

西口階段等工事

令和2年2月 羽鳥駅橋上駅舎及び東西自由通路全面供用開始

令和3年4月 羽鳥駅東西駅前広場供用開始



１．委員構成（１０名） 委員長 石井 旭 副委員長 幡谷好文
委 員 市村文男、田村昌男、小川賢治、岩本好夫、

長島幸男、植木弘子、香取憲一、戸田見良

２．設置の目的

小美玉市に百里基地が存在することにより、

(1） 周辺住民の生活や事業活動にさまざまな不利益や障害等を受けている。
（2） 不測の事態も想定され、対応策の掲示及び具体化を図らなければならない｡
（3） 昨今の景気の低迷等の影響により、基地周辺住民への安定的な諸施策の継続
の困難が予測される。これらについての施策や措置等については、未だ十分といえ
る状況ではなく、関係機関への要請、折衝などを行い、防衛省に係る補助事業及び
交付金等の有効活用を図り、今後の安全、安心なまちづくりのため少しでも有利な
情報の収集や要望活動に努めることは必須であり、市ともども議会としても積極的
にこれらの諸活動を展開するために当委員会を設置している。
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○百里基地対策特別委員会
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〇令和２年１２月１０日 （令和２年第４回定例会）
委員会を開催し、基地対策に係る要望活動、百里基地における部隊の動き、
下吉影宿舎整備進捗状況について協議を行った。

〇令和３年７月１５日
百里基地への申し入れを実施。

〇令和３年７月２７日
委員会を開催し、百里基地訓練計画（陸自オスプレイ訓練）について、意見や
要望など協議を行った。

〇令和３年７月２８日
防衛省北関東防衛局へ陳情活動を実施。併せて、百里基地訓練計画につい
ての申し入れを実施。

３．委員会の活動内容
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４．陳情・申し入れ
※令和２年度に引き続き、令和３年度も感染拡大防止の観点から執行部の所管部
課長が持参。

【令和３年度】 百里基地への申し入れを実施。（令和３年７月１５日）

申し入れ事項 百里基地の回答

１

基地周辺の騒音の実態を真摯に受け止め、改善

に向けて尽力すること。

基地周辺への騒音等については、多大なるご迷惑をおかけしていることは

認識しており、今後とも軽減に向けて努めて参りたい。

２

騒音軽減に向けた改善策並びに通常訓練時と異

なる飛行パターンの際には事前に本市へ連絡す

ること。

20時以降のエンジン調整や離着陸等、緊急事態を除くもの以外については、

実施しないよう努力する。休日飛行や飛行航路の変更があれば、引き続き

事前のご連絡を心がける。

３

昼12時から13時の時間帯での飛行自粛が一過性

のものではなく、早朝、夜間の飛行は恒常的に自

粛するなど、さらなる改善に向けた検討を継続す

ること。

本年においても８月の昼時間帯の飛行訓練は自粛することが決まっている。

年間を通じて飛行しないとなると、日中の訓練時間を制限して夕方以降の

訓練に回さなければならない事も想定される。難しいところではあるが、今

後検討させていただきたい。

４

たびたび発生している戦闘機訓練中の部品落下

事案については、安全飛行の確保、点検整備の

強化等すること。

安全飛行の確保等に万全を期し、機体の不具合等が生じた場合は、これま

で同様に速やかに市へ連絡する。

５

航空祭開催にあたっては、パークアンドバスライド

などを実施し交通渋滞が発生しないよう、引き続

き地域住民の理解を得ながら、更なる万全の対策

を講じること。

基地行事の際は、迷惑のかからないよう事前対策する。本年度の航空祭は

中止とし、「設立55周年記念式典」を実施予定であり、一般公開はせず限定

した人員への招待を考えている。コロナ対策も重要であり、開催にあたって

は市との協議・助言もお願いしたい。
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陳情事項 防衛省の回答

１

百里飛行場の民間共用化に

伴う地域振興策等について

・ 環境整備法に基づき、障害の実態等を踏まえ、具体的な要望を伺いながら対応していく。

・ 公園整備等については、具体的な計画があれば、要望にそえられるよう検討していく。

・ 引き続き、航空機騒音測定装置による騒音状況の把握に努め、適切に対処していく。

２

基地周辺障害防止対策につ

いて

・ テレビ受信料の廃止は制度見直しに伴い、引き続き地域住民の方へは丁寧な説明をしていく。

・ 電話通信料に関する措置については、契約形態の多様化等の様々な理由から難しい旨ご理解

いただきたい。

３
防音事業関連維持事業につ

いて

・ 引き続き予算の確保に努めていく。

４

住宅防音工事の助成につい

て

・ 告示後住宅の防音工事については、厳しい財政状況の中,引き続き検討していく。また、住宅防音

工事の工事期間については、早期に工事ができるよう、引き続き所要の予算確保に努めてまいり

たい。

・ 防音工事の工事仕様については,、技術的に十分検討のうえ定められており、所要の防音量が得

られるものである。

・ 空調機器に係る電気料金の補助については、現在、生活保護世帯等に対する補助を実施してい

るが、一般世帯への補助は予算の関係上、難しい旨ご理解いただきたい。

・ 空調機器の機能復旧工事を自動更新とすることは、補助金適正化法に基づく事務手続きなしでの

助成を行うことはできないことをご理解願いたい。また、防音建具の機能復旧工事については、施

工業者の処理可能世帯数などの要素も勘案しつつ、早期実施のための予算確保に努めてまいり

たい。

・ 太陽光発電システムについては、設置に伴う技術的問題から制度化は難しい状況にあるが、今後

の技術開発等の動向に注視してまいりたい。

・ 騒音測定機の増設については、百里基地の配備機種の変更等により騒音状況に変化が認められ

るようであれば適切に対応していく。

５

移転の補償等について ・ 環境整備法に基づく建物等の移転補償においては、区域指定後の新築建物等は対象とされてい

ないが、区域指定の際現に所在し,爾後,建て替えられた建物については、平成２４年１２月から採

択要件に該当するものについて移転等補償を実施しているところであり、希望を受け速やかに所

要の予算確保に努めている。また、土地の買入においては、第二種区域に所在する土地が対象と

されており、区域外の土地を買い入れることは困難であることをご理解いだきたい。
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陳情事項 防衛省の回答

６
障害防止対策事業及び民生

安定施設整備事業について

・ 概算要求を本省と折衝し、引き続き予算確保につとめていく。なお、上記の事業については、令和

４年度実施事業として本省に要望している。

７
特定防衛施設周辺整備調整

交付金について

・ 運用の実態、運用の態様の変更等を十分考慮しながら適切に対応していく。

・ 交付時期については算定に一定の時間を要するためご理解いただき、引き続き努力していく。

８
農耕阻害損失補償について ・ 損失補償の対象範囲等の内容変更は難しい旨ご理解いただきたい。

・ 補償額の最低額についての制度見直しについては、難しい旨ご理解いただきたい。

９
再編関連訓練移転等交付金

について

・ 予算の範囲内での交付をご理解いただき、できる限り早期に交付できるよう努力していく。

１０

関連機関への申し入れにつ

いて

・ 百里基地においてはこれまでも、やむを得ない場合を除き、早朝・夜間・昼休み及び夜間の時間帯

の飛行等を自粛し、洋上の空域で実施するなど周辺住民の皆様に配慮した運用に努めてきたが、

今般改めて大きな騒音や皆様が不安に感じるような飛行は可能な限り軽減に努めるよう、百里基

地に申し伝える。

・ 基地に関する事件や事故が発生した際には、これまで同様速やかな情報提供や対応をすること、

また今後も航空祭等の際には交通渋滞対策の実施を基地に申し伝える。

・ 防衛省管理地の除草作業は定期的管理に努めていく。

・ 基地に対する要望に関しては、真摯に向き合い適切に対処すると共に上級機関や百里基地に申

し伝える。

１１

訓練移転に係る安全対策等

に

ついて

・ 訓練の実施にあたっては、関係機関との間で所用の連絡体制を構築するとともに、現地に対策本

部を設置し、関係機関との連絡調整に当たる。また航空機の十分な点検、外出時等の規律の保持

の徹底を図るよう米軍に要請し、安心安全の確保に万全を期している。

・ 訓練日程等に関する情報については、可能な限り速やかな情報提供を実施しているが、今後も速

やかに情報提供できるように努力してまいる。

・ 過去、米軍の訓練移転に米軍オスプレイが参加した実績はないが、いずれにしても当該訓練移転

に係る情報については、速やかに提供してまいる。



○茨城空港周辺地域振興対策特別委員会

１．委員構成（１０名） 委員長 木村喜一 副委員長 島田清一郎
委 員 野村武勝、荒川一秀、市村文男、大槻良明

福島ヤヨヒ、谷仲和雄、村田春樹、長津智之

２．設置の目的
茨城空港を核とした、「まちづくり構想」に定める取り組み方針で示された、「そらら拡

張」「そらら参道」「エコトープ」「Ｊフロント」の４つの整備候補地及び、空港アクセス沿道
エリアの一体的な地域振興について、重点的に調査研究を行うことを目的とする。

３．調査概要
本委員会では、現在、執行部より事業の進捗状況等について随時報告を受け、委員
がそれぞれの立場から構想に対し要望や意見を出し合い、空港周辺地域の振興策に
ついて調査研究を行っている。
執行部からは、まちづくり構想で掲げている、４つの構想のうち、「そらら拡張」構想か
ら取り組む旨の説明があり、議会として下記の議案について議決している。
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①小美玉市まちづくり構想推進委員会設置条例の制定について
令和3年【議案第2号】 3月18日原案可決 4月1日施行

〇空港周辺のまちづくりに特化した基本計画や、整備の内容などを審議するための
「小美玉市まちづくり構想推進委員会」の設立に関する条例案

②令和３年度小美玉市一般会計予算
令和3年【議案第30号】 3月18日原案可決 4月1日執行
〇そらら拡張構想に係る基本計画策定業務委託に関する予算案

今後、委員会としては、委員の意見を集約して提言書や要望書などにとりまとめ、議会
としての考えを市当局へ伝えていきたいと考えている。
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市から示された「小美玉市まちづくり構想」
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○議会活性化特別委員会

１．委員構成（１１名）
委員長 幡谷好文 副委員長 村田春樹
委 員 荒川一秀、長島幸男、石井 旭、植木弘子、木村喜一、

島田清一郎、長津智之、香取憲一、戸田見良

２．設置の目的
小美玉市議会基本条例に基づき、市民に開かれた議会を目指し、さまざまな課題の
解決と、議会のさらなる活性化を図るため、調査研究することを目的とする。

３．調査概要
１）議会報告会について
２）タブレット端末の導入（ペーパーレス議会システム）について
３）会派制の導入について
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１）議会報告会について
市民に対して、議会審議の結果や議会活動を報告し、市民と意見交換をする場と

して、毎年、「議会報告会」を開催してきたが、令和２年度、３年度の議会報告会は、
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止とした。
そのため、議会報告会時配布資料を作成し、市内の主な公共施設に配備したり、
市議会ウェブサイト上に掲載し、主な議会活動について市民への周知を図った。

２）タブレット端末の導入（ペーパーレス会議システム）について
これまで、タブレット端末を導入している近隣先進地への視察研修を行い、調査・研
究してきた。これにより、市執行部主導のもと、ペーパーレス議会システムを導入し、
令和３年第２回定例会から実際に本会議、委員会等において、議案及び関係資料等
をアップロードした電子データを閲覧しながら、会議を行った。
また、議会事務局と議員との情報共有のスピードアップ化が図られ、事務の効率化

が図られた。

【目 的】 議会の会議におけるペーパレス化の実現と、議会事務局 ・議員間の

効率的な情報共有手段の確保を図る。
【運用方法】 ・ 本会議、委員会等における電子データでの会議資料の閲覧。

・ 事務局から議員への連絡手段。
【導入時期】 ・ 令和３年第２回定例会から紙媒体と併用して試行運用する。

・ 令和４年第２回定例会からはペーパーレス化を本格運用する。
【運用ルール】

・ 小美玉市議会タブレット端末運用規程（Ｒ３．４．１施行）
・ ソーシャルメディア利用管理規程
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３）会派制について
議会基本条例第５条に規定されている「会派」について、個々の議員の資質向上に

役立てることができる等のメリットがあることから、導入に向け調査･研究してきた。
さらに会派制の検討と併せ、地方自治法第100条により、議会の議員の調査研究に

資するために必要な経費の一部として、交付が認められている「政務活動費」について
も、具体的に関係条例、規則の策定を行った。
【運用ルールの概要】

〇小美玉市議会政務活動費の交付に関する条例
〇小美玉市議会政務活動費の交付に関する規則
[交付対象] 会派又は議員
[交付額等] 月額15,000円/人
[公開の有無] 収支報告書をホームページで公開

【会派紹介】 （◎代表者、〇経理責任者）
令和会（７名）◎石井 旭 、長島幸男、木村喜一、島田清一郎、長津智之、〇香取憲一

戸田見良
同志会（４名）◎岩本好夫、野村武勝、小川賢治、〇谷仲和雄
小美玉市公明党（１名）◎〇植木弘子
おみたま共産党 （１名）◎〇福島ヤヨヒ（R3.8.20～）
会派に属さない議員（７名）荒川一秀、市村文男、笹目雄一、田村昌男、大槻良明、

幡谷好文、村田春樹
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新型コロナウィルス感染拡大を受け、緊急事態宣言が発令されたことに伴い、市民の生命
または生活に直接影響を及ぼす緊急時に機能的な活動を図るため、令和２年４月８日、「小
美玉市議会災害対策支援本部」を設置した。

●主な支援・対策等（経過） ＊全員協議会での決定事項を含む。

○市議会の新型コロナウイルス感染症対策

会議種別 協議内容・決定事項等（◎議会・〇市執行部）

令和2年3月4日 全員協議会 〇新型コロナウイルスに係る対応について
・市の対応状況の報告

令和2年4月8日 全員協議会
対策支援本部

◎市議会災害対策支援本部の設置について
・「小美玉市議会における災害時の対応に関する要綱」に基づき設置
（※小美玉市対策本部は3月17日に設置）
〇新型コロナウイルスに係る対応について
・新型コロナウイルス対策本部会議の開催状況及び経過
・県内における新型コロナウイルス感染症の状況
・市の業務継続計画
・市内小中学校の状況（市立幼稚園・小中学校の臨時休業について）

令和2年4月25日 対策支援本部 〇新型コロナウイルスの現状確認、対応について
・現状確認、対応
・県・国の補助事業
◎情報管理について
・情報管理の適切な取り扱いを徹底
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会議種別 協議事項

令和2年4月25日 全員協議会 ◎６月定例会会期日程について
・短期間、短時間での開催
・出席説明員は提出議案の所管部長のみ
・一般質問は中止
・常任委員会は２日間とし、出席は提出議案の所管部課長のみ
◎議員研修について
・実施しない（補正減。経費は、コロナ対策経費へ）
◎基本条例の改正
・報告会は中止

令和2年5月28日 対策支援本部 〇新型コロナウイルスの対応について
・市対策本部等の開催状況
・感染症予防対応
・経済政策対応
・学校再開に向けた取り組み
・地方創生臨時交付金の活用

令和2年5月28日 全員協議会 〇議案の説明
・６月定例会日程変更により全議案の説明
◎新型コロナウイルスの対応について
・出席説明員は、提出議案の所管部課長のみ
・議員報酬を月額10％×３カ月（７月～９月）の削減

令和2年6月4日 全員協議会 〇追加議案
・（報酬の減額）議案第46号 小美玉市特別職の職員で常勤のものの給
与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例の制定ついて
◎議員発議
・（議会報告会の中止）発議第２号 小美玉市議会基本条例の一部を改
正する条例について
・（議員報酬の減額）発議第３号小美玉市議会の議員の議員報酬及び費
用弁償等に関する条例の臨時特例に関する条例の制定について
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会議種別 協議事項

令和2年6月10日 全員協議会 〇追加議案
・（小美玉市新型コロナウイルス感染症対策基金）議案第47号 小美玉
市基金条例の一部を改正する条例について
・議案第48号 令和２年度小美玉市一般会計補正予算

令和2年8月27日 全員協議会 ◎９月定例会会期日程について
・一般質問発言時間を20分に短縮
・本会議の出席説明員は提出議案の所管部長等
・常任委員会は提出議案の所管部課長のみ
・決算特別委員会を文書による質疑答弁（通告制）とする
・ 〃 は質疑のあった所管部課長のみ出席

令和2年9月25日 全員協議会 〇追加議案
・議案第78号令和２年度小美玉市一般会計補正予算
◎議員発議
・発議第４号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な
悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

令和2年11月26日 全員協議会 ◎新型コロナウイルスの対応について
・議場にアクリル板を設置
・議席の変更
◎１２月定例会会期日程について
・一般質問発言時間を20分に短縮
・本会議の出席説明員は提出議案の所管部長等
・常任委員会は提出議案の所管部課長のみ
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会議種別 協議事項

令和2年12月3日 対策支援本部 〇新型コロナウイルスの対応について
・イベント等開催状況
・市内感染者情報
・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の進捗状況
・業務継続可能な勤務体制

令和2年12月3日 全員協議会 ◎新型コロナウイルスの対応について
・質問者席や提案・答弁者席などの消毒

令和2年12月18日 全員協議会 〇小美玉市新型コロナウイルス感染症対策本部組織について
◎支援本部の連絡について
・今後は緊急を要する場合のみ、メール等でご連絡する

令和3年1月22日 全員協議会 〇議案の説明
・議案第1号令和２年度小美玉市一般会計補正予算
〇新型コロナウイルスワクチンについて
・接種体制
・スケジュール
◎新型コロナウイルスの対応について
・議員が新型コロナウイルスに感染した場合又は濃厚接触者となった
場合の基本的な対応

令和3年2月1日 対策支援本部 〇新型コロナウイルス感染者の発生について
◎新型コロナウイルス感染症予防対策に伴う行動について
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会議種別 協議事項

令和3年2月19日 全員協議会 ◎３月定例会会期日程について
・一般質問発言時間を20分に短縮
・本会議の出席説明員は提出議案の所管部長等
・常任委員会は提出議案の所管部課長のみ
・予算特別委員会を文書による質疑答弁（通告制）
・ 〃 は質疑のあった所管部課長のみ出席

令和3年4月21日 全員協議会 〇市職員の新型コロナウイルス感染症について(経過報告)

〇市が主催・共催するイベント等について
◎行政視察研修について
・ワクチン接種が完了するまでは、議会として見合わせ
◎政務活動費の補正について
・６月補正する

令和3年5月25日 全員協議会 〇新型コロナウイルスワクチン接種の誤接種について
・介護保険施設での事故
〇議案の説明
・（令和３年度小美玉市一般会計補正予算（第１回））報告第２号 専決処
分の承認を求めることについて
◎政務活動費の補正について
・感染拡大市町村に指定されるなどの状況から、今定例会での補正計上
を見合わせ

令和3年5月27日 全員協議会 ◎６月定例会会期日程について
・一般質問発言時間を20分に短縮
・本会議の出席説明員は提出議案の所管部長等
・常任委員会は提出議案の所管部課長のみ


